
対象農用地 

 

区  分 内       容 

一般基準 急傾斜農用地 田 1/20 以上 

 

  畑・草地・採草放牧地 15 度以上 

 

  

自然条件によ

り小区画・不

整形な田 

 

次のすべての要件を満たす団地内の水田 

・すべての田が不整形で、圃場整備不可能 

・30a 未満の区画の合計が田の 80％以上 

・田の区画の平均面積が 20a 以下 

 

  

積算気温が著

しく低く、か

つ、草地比率

が高い草地 

 

次のすべての要件を満たす草地 

・新市町村又は旧市町村単位で、経営耕地に対し牧草 

 専用地面積が 70％以上 

・5 月 15 日から 10 月 5 日までの日平均気温の積算が 

2,300℃未満 

 

 

市町村長

が特に必

要と認め

る農用地 

 

緩傾斜農用地 

 

① 田 1/100 以上、1/20 未満 

 

 

 ② 畑、草地、採草放牧地 8 度以上 15 度未満 

    

  

高齢化率・耕

作放棄率が高

い農地 

 

次のすべての要件を満たす集落にある農地 

① 高齢化率 40％以上 

② 耕作放棄率が次の式により算定される率以上 

（8％×田面積＋15％×畑面積）÷（田面積＋畑面積） 

 

 

（注）対象は「一団の農用地」で、農用地面積が１ｈａ以上の団地、又は集落協定に基づく農

用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ｈａ以上のもの 

 


